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川 根 本 町 の 人 口 平成 27 年１月１日現在

世帯数 2,978 世帯（ +2 ） 出生 4 人

総人口 7,742 人 （ ±0 ） 死亡 11 人

男　性 3,766 人 （ +1 ） 転入 13 人

女　性 3,976 人 （ ー1 ） 転出 6 人

※（　）内は前月比、右欄は今月中の異動��※外国人の数を含む

i n f o r m a t i o n

今 月 の 納 期
固定資産税 第４期
国民健康保険税 第８期
後期高齢者医療保険料 第７期 
納期限は３月２日です。口座振替の人は
３月２日に引き落とされます。残高の確
認をお願いします。 税務課 ☎（56）2223

日（金）～14日（火）のいずれか１日
全コース共通
▶年齢は平成28年４月１日現在
▶随時説明会を行っています。お
気軽にご参加ください。

【問】 自衛隊藤枝地域事務所  
☎054（643）6391  
URL http://www.mod.
go.jp/pco/sizuoka/

成年後見制度 15 周年記念 
シンポジウムを開催します

県司法書士会他

日時　 平成27年２月28日（土）  
午後１時から５時

会場　 ホテルアソシア静岡３階・
駿府の間

基調講演…「成年後見制度の現状
と課題」（中央大学法学部・新井誠
教授）

パネルディスカッション…第１部
「認知症になっても安心して暮ら
せる地域」、第２部「意思決定支援
のあり方と成年後見の課題」
申込　入場無料、直接会場にお越
しください。

【問】 静岡県司法書士会  
☎054（289）3700

すまい給付金のお知らせ

国土交通省

【消費増税後に住宅を  
 取得する皆さまへ】
▶収入に応じ最大30万円が給付
される「すまい給付金」が始まりま
した。
▶「住宅ローン減税」とあわせて利
用できます。
▶詳しくは、下記事務局へお問い

合わせいただくか、「すまい給付
金」を検索
すまい給付金　　　 検索 ☜

【問】 すまい給付金事務局  
☎0570（064）186

【寄附金をいただきました】
　昨年の 11 月に静岡市清水区の伊藤實佐子様から「町の活性化のためにお使いください」と
寄附金をいただきました。
　貴重な寄附に感謝申し上げるとともに、寄附金は町の活性化のため、大切な資金とさせて
いただきます。ありがとうございました。
▶寄附金額　金 壱千万円 （総務課・財政室）

12月25日、小山淳代表・菊川凱夫総監督・奈良林寛紀
選手が、2014年シーズンの成績とＪ３フェアプレー賞
受賞の報告に、役場本庁舎を訪れました。

サッカーＪ３リーグ 「藤枝ＭＹＦＣ」
を応援しよう！
▶３月22日( 日 )
▶対戦相手　「ＦＣ琉球」
▶藤枝総合運動公園サッカー場

ホーム開幕戦！藤枝ＭＹＦＣと検索

ここにも、一つの物語。
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川根本町上長尾861-35　☎・�FAX0547-56-1177
http://www.citydo.com/sp/0547-56-1177

墓石・燈籠・各種石材加工

藤田石材店
小売りいたします　お気軽にどうぞ
町内への配達もいたします

川 根 本 町 上 岸 110 ☎ 0547-59-2155

■本庁代表�☎（56）1111　■総合支所代表�☎（59）3111

川根本町育英奨学生 
希望者を募集します

教育総務課

　川根本町では、有能な人材を育
成することを目的とし、向学心に
富みながら経済的理由により修学
困難な生徒に対して奨学金を貸与
します。
１ 奨学生の資格
　次の条件全てに適合する生徒を
対象とします。
① 保護者が川根本町に居住して
　いる
② 学業・心身ともに優良である
③ 学資の支弁が困難と認められる
④ 高等学校、大学又はこれと同等

程度の学校に在学・進学する
２ 奨学生の願出
　奨学金の貸与を希望する場合
は、在学する校長の推薦を受け次
の書類を提出してください。
　①奨学生の願書
　②医師の健康診断書
　③ 他の奨学金の給付または貸与

を受けている人及び受ける予
定がある人は、その調書。

３ 奨学生の決定
　選考委員会の決定による。

４ 奨学金の額
　月額２万円以内
５ 返済期限
　最終学校を卒業後５年以内
６ 募集締切
　平成27年２月27日（金）

【問】町教育委員会・教育総務課
 ☎（58）2555

富士山の日記念 
イベント開催！
富士山静岡空港㈱

開催日　２月21日（土）、22（日）
内　容　 物産展、マジックショー、

写真展など
　イベント詳細は電話またはホー
ムページをご覧ください。
富士山静岡空港　　　検索 ☜

【問】 富士山静岡空港㈱営業企画グ
ループ☎0548（29）2003

平和を、仕事にする。 
防衛省（自衛官）採用試験

自衛隊藤枝地域事務所

①一般幹部候補生
▶ 自衛隊組織の骨幹である幹部自

衛官を養成するコース
▶ 応募資格 
大卒程度試験：22歳以上26歳未満
で大学卒程度の学力を有する者

院卒者試験：修士課程修了者等（見
込含）で20歳以上28歳未満の者
②歯科・薬剤科幹部候補生
▶大学の歯学科・薬剤科から進む
コースとして自衛官の衛生分野（病
院勤務等）で活躍する歯科医官・薬
剤官となる幹部候補生コース
▶応募資格
20歳以上30歳未満（薬剤は28歳
未満）で専門の大学卒の者
①・②コース共通
▶受付期間　平成27年３月１日

（日）～５月１日（金）
▶第１次試験
平成27年５月16日（土）筆記試験
平成27年５月17日（日）適性検査

（パイロット要員のみ）
③予備自衛官補
▶緊急時に召集される予備自衛官
に任用される者を養成するコース
▶応募資格
一般…18歳以上34歳未満
技能…18歳以上で国家資格を有
する53～55歳未満の者（保有資格
により年齢上限が異なります）
▶受付期間　平成27年１月８日

（木）～３月24日（火）
▶第１次試験　平成27年４月10
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